
樹木管理業務委託業務処理要領 
１ 樹木種別 

 (1) 病院 

 高木(H≧3.5m) 中木(H＜3.5m) 生垣 寄植 

本 本 ㎡ ㎡ 

病 院 184 181 221 3,094 

北駐車場 ３ 64 33 695 

合 計 187 245 254 3,789 

 (2) 公舎（医長公舎、医師公舎 A、B） 

公 舎 0 0 193 127 

 (3) 看護師宿舎 

看護師宿舎 1 9 0 19 

 

２ 管理方法 

名称 摘要 回数/年 数量 単位 

(1)病院 

剪定 生垣 2 254 ㎡ 

〃 寄植 2 3,789 ㎡ 

消毒 高木 2 187 本 

〃 中木 2 245 本 

〃 生垣 2 254 ㎡ 

〃 寄植 2 3,789 ㎡ 

除草 ※中庭 3 か所含む 3 1 式 

(2)公舎(医長公舎、医師公舎 A､B)  
※日南市園田 1 丁目 179 番 8 の旧院長公舎跡地の除草も含む 

剪定 生垣 2 193 ㎡ 

〃 寄植 2 127 ㎡ 

消毒 生垣 2 193 ㎡ 

〃 寄植 2 127 ㎡ 

除草  3 1 式 

(3)看護師宿舎(看護師宿舎横、病院所有地の除草も含む) 

剪定 寄植 2 19 ㎡ 

消毒 高木 2 1 本 

〃 中木 2 9 本 

〃 寄植 2 19 ㎡ 

除草 ※法面除草含む 3 1 式 

※落ち葉処理を含む。 

※高所作業車を使用する高木の剪定等は含まない（別途積算とする。）。 

 

３ 臨時点検 

  台風通過後など樹木管理業務に障害があることを自ら発見し若しくは甲からこの旨の連絡を

受けたとき又は甲が必要と認めたときに点検を行うものとする。 

 

４ 報告書の提出 

  委託業務実施の都度、業務実施報告書及び業務実施状況写真を提出すること。 

  委託業務完了時には業務完了報告書を提出すること。 


